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令和６年度 日本語指導担当教員等指導力向上研修 実施要項 

義務教育課 

 

１ 目的 

  日本語指導が必要な児童生徒が増加している学校の実態を踏まえ、日本語指導担当教員の役割

や指導方法等について知識等を習得させるとともに、教育委員会における支援体制の充実を図る。 

 

２ 場所 

福岡県教育センター（福岡県糟屋郡篠栗町高田２６８） 

 

３ 対象 

（１） 市町村（学校組合）（指定都市を除く。以下同じ。）立小・中学校及び義務教育学校に在籍す

る日本語指導加配教員 

（２） 日本語指導加配教員が在籍する市町村（学校組合）教育委員会の日本語指導担当者 

（３） 日本語指導が必要な児童生徒が在籍する市町村（学校組合）立小・中学校及び義務教育学校

の日本語指導担当教員で参加を希望する者のうち、学校長から参加を命じられた者 

（４） 日本語指導が必要な児童生徒が在籍する市町村（学校組合）教育委員会の日本語指導担当

者で参加を希望する者のうち、所属長から参加を命じられた者 

（５） 各教育事務所の日本語指導担当指導主事 

 

４ 日程及び内容 

第１回 令和６年７月１０日（水） 

ねらい 日頃の日本語指導や支援に関する課題を見出し、解決するための授業や支援策を構想する。 

 

 

 

 

 

 

 

受  付 

開会行事・説明 

実践発表 「日本語指導の方法と授業づくり」  筑豊教育事務所 指導主事 小林 朋子 

講評・講義「授業づくり及び支援体制の在り方」福岡市立百道中学校 指導教諭 原田 德子 

グループ協議・演習 「モデル授業づくり」          義務教育課 指 導 主 事 

質疑・応答 

閉会行事 

 

 

 

 

第２回 令和６年１０月２２日（火） 

ねらい 実践から得た成果と課題をグループで報告し合い、互いの授業づくりや支援方法に活かす。 

 

 

 

 

 

 

 

受  付    

開会行事・説明・移動 

グループ協議 「各学校における取組報告」「支援としてできること」  義務教育課 指 導 主 事                   

講評・講義「授業づくり及び支援体制の在り方」  福岡市立百道中学校 指導教諭 原田 德子 

質疑・応答 

閉会行事 

１４：１５ 

１３：３０ 

１３：２０ 

１５：１０ 

１３：２０ 

１６：３０ 

１６：４０ 

１３：３０ 

１６：４０ 

１６：３０ 

１５：３０ 

第 1回から第 2回までの期間 

 各自、第１回で構想した授業や支援策を実践し、成果と課題をまとめる。 
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５ 持参物 

 【第１回】 

  ① 第 1回実施要項(当日分) 

  ② 講話資料 

  ③ 名札（各所属で使用しているもの） 

  ④ 協議会資料（日本語指導加配教員及び日本語指導担当教員の方のみ） 

    （ア）日本語基礎に関する内容で、指導の参考としている書籍等 

    （イ）日本語と教科の統合学習に関する教科用図書や指導書等 

     ※グループ協議・演習の際に使用します。第 1回研修後から第２回研修の期間で実践予定  

の内容を含むもので、（ア）（イ）のいずれかをご持参ください。 

    

   上記①、②について、紙媒体での配布はしませんので各自で事前に印刷いただくか、タブレッ

ト等端末に事前にダウンロードして当日持参ください。資料の入手方法については、６その他

（３）に記載しています。 

 

 【第２回】 

  第 1回研修にてお知らせします。 

 

６ その他 

 （１） 日本語指導に関するアンケートについて 

研修内容向上のため、以下のリンクよりアンケートに回答ください。（所要時間５分程度） 

なお、自由記述の設問には、児童生徒が特定できる内容にならないよう、個人情報に十分

配慮いただきますことを併せてお願いいたします。 

 

    リ ン ク：https://forms.gle/kwhMUUhiocpnw7qeA 

    回答期限：令和６年７月５日（金） 

 

 （２） 初めて本研修を受講する方へ 

本研修会に初めて参加する受講者は、第 1 回研修までに、動画「日本語指導担当教員と市

町村教育委員会の役割」を視聴の上、研修に参加してください。視聴は、その他（３）の方

法で行ってください。 

 

 （３） 動画視聴及びダウンロードの方法 

    以下のいずれかの方法で資料をダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantから 
 
 

Plantにログインし、本研修ページから各

種データにアクセスしてください。 

Plant のアカウントをお持ちでない方 

 

義務教育課ホームページから 

アクセスしてください。 

【URL】https://gimu.fku.ed.jp 

（福岡県教育庁教育振興部義務教育課各種資料のページ） 

【パスワード】gimu2024 

７月５日（金）以降にダウンロード可 

https://forms.gle/kwhMUUhiocpnw7qeA
https://gimu.fku.ed.jp/
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開会行事                       〔於 第１８研修室〕 

 ・開会のことば 

 ・県教育委員会あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明                                    
教育庁教育振興部義務教育課 指導主事 古川 啓太  

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

実践発表                                 

 

○「日本語指導の方法と授業づくり」 

 

  福岡県教育庁筑豊教育事務所 指導主事 小林 朋子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

講評・講義                               

〇「授業づくり及び支援体制の在り方」 

 

福岡市立百道中学校 指導教諭       

日本語サポートセンター コーディネーター 原田 德子 
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グループ協議・演習                           

 

 

 

 

 

 Ⅰ．自己紹介（一人３分程度） 

〈日頃の授業や業務で日本語指導に関して課題と感じていること〉 

 

 

 Ⅱ．実践予定の内容についての演習（約 15分） 

  日本語指導教員…授業づくりを中心に 

  教育委員会所属職員…日本語指導に関する支援についての取組を中心に 

 

 

 Ⅲ．演習内容についての交流 

   ※交流中に出てきた疑問は、上の Formからご質問ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その場で悩み解決】 

協議で出た疑問や講師に聴いてみたいこと

があれば、遠慮なくお聞きください。 

即座に講師に質問が届きます！ 

【アドレス】
https://forms.
gle/6c4qJfR4
NjnYCMjN6 

https://forms.gle/6c4qJfR4NjnYCMjN6
https://forms.gle/6c4qJfR4NjnYCMjN6
https://forms.gle/6c4qJfR4NjnYCMjN6
https://forms.gle/E4zCETVJ3DLmMeRT9
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閉会行事                                

 ・事務連絡 

 ・閉会のことば 

 

 

 

 

 

■ 研修のまとめについて 

 右の QR コードより GoogleForm にアクセスして 

 まとめを入力ください。 

 回答期限は７月１５日（月）とします。 

 

■ 第２回研修の事前課題について 

 第１回研修を踏まえて各自が取り組んだ内容についてまとめ、以下のとおり提出してく

ださい。 

 

（１）提出様式 

  ・日本語指導担当者及び日本語指導加配教員 （様式１－１）（様式１－２） 

  ・教育委員会担当者及び日本語指導加配教員 （様式２―１）（様式２－２） 

 

（２）記入上の留意点 

・実際に取り組んだ内容等を記入してください。ただし、日本語の目標及び本時でお  

さえた語彙・基本文型が分かるようにまとめてください。 

  ・適宜、図表写真等を入れたりしていただいて構いませんが、調査結果や写真等の取

扱いに注意を要するものは省くなど、配慮してください。（事前課題は、第２回研修

会で全員に配布します。） 

 

（３）提出方法 

  ・電子データ（PDF）にて 

 （※ファイル名は、「〇〇立〇〇学校（〇〇教育委員会）・氏名」とする。） 

 

（４）提出期限 

  ・令和６年１０月１１日（金） 

 

（５）提出先 

 

   ・本件担当 福岡県教育庁教育振興部義務教育課指導班 古川 啓太 

         Email furukawa-k8768@pref.fukuoka.lg.jp 

 

【アドレス】

https://forms.gle/E4z

CETVJ3DLmMeRT9 

https://forms.gle/E4zCETVJ3DLmMeRT9
https://forms.gle/E4zCETVJ3DLmMeRT9
https://forms.gle/E4zCETVJ3DLmMeRT9
https://forms.gle/E4zCETVJ3DLmMeRT9
https://forms.gle/E4zCETVJ3DLmMeRT9
https://forms.gle/E4zCETVJ3DLmMeRT9
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令和６年度日本語指導担当教員等指導力向上研修名簿（学校） 
 

番号 市町村 学校名 氏   名 
第 18研 

座席番号 
グループ  

1 春日市 春日市立春日野小学校 三重野 暢夫  3 Ａ 

2 大野城市 大野城市立大利小学校 原田 美穂  5 Ｂ 

3 古賀市 古賀市立舞の里小学校 三宅 崇三  7 Ｃ 

4 新宮町 新宮町立新宮小学校 西山 ゆめ  31 Ｄ 

5 新宮町 新宮町立新宮東中学校 牧野 知恵子 33 Ｅ 

6 宗像市 宗像市立日の里東小学校 村里 雅子  35 Ｆ 

7 福津市 福津市立福間南小学校 染原 有美子  37 Ｇ 

8 福津市 福津市立福間小学校 中村 玲子 39 Ｈ 

9 糸島市 糸島市立波多江小学校 北村 麻椰  4 Ａ 

10 直方市 直方市立新入小学校 木村 康訓  6 Ｂ 

11 鞍手町 鞍手町立室木小学校 永田 ゆか 8 Ｃ 

12 久留米市 久留米市立諏訪中学校 大石 康雅  17 Ｃ 

13 久留米市 久留米市立金丸小学校 田原 孝一  34 Ｅ 

14 久留米市 久留米市立金丸小学校 樋口 由香  36 Ｆ 

15 久留米市 久留米市立金丸小学校 平川 千波 38 Ｇ 

16 久留米市 久留米市立金丸小学校 髙田 都子 40 Ｈ 

17 久留米市 久留米市立西国分小学校 高柳 光利  13 Ａ 

18 久留米市 久留米市立日吉小学校 樋口 奈津子  15 Ｂ 

19 久留米市 久留米市立荘島小学校 松本 美紀  32 Ｄ 

20 久留米市 久留米市立江南中学校 村田 和穂  49 Ｈ 

21 小郡市 小郡市立小郡小学校 久保 裕亮  43 Ｅ 

22 朝倉市 朝倉市立甘木小学校 井上 順子 45 Ｆ 

23 八女市 八女市立黒木小学校 川口 輝司子  47 Ｇ 

24 筑後市 筑後市立羽犬塚小学校 星野 博敏 48 Ｇ 

25 大牟田市 大牟田市立宅峰中学校 古賀 直美  14 Ａ 

26 飯塚市 飯塚市立飯塚鎮西小学校 薗田 佳代  16 Ｂ 

27 飯塚市 飯塚市立伊岐須小学校 手嶋 展子  18 Ｃ 

28 田川市 田川市立田川西中学校 伊藤 美紀  42 Ｄ 

29 苅田町 苅田町立与原小学校 吉武 仁美  44 Ｅ 

30 豊前市 豊前市立八屋中学校 小下 智子  46 Ｆ 
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令和６年度日本語指導担当教員等指導力向上研修名簿（教育委員会） 

 

番号 教育委員会 職 名 氏   名 
第 18 研 
座席番号 グループ 

1 春日市教育委員会 日本語指導コーディネーター  山本 光一 61 Ｉ 

2 大野城市教育委員会 総括指導主事 山川 周作 62 Ｉ 

3 古賀市教育委員会 主事 山西 菜穂子 63 Ｊ 

4 新宮町教育委員会 指導主事 高口 道利 65 Ｋ 

5 宗像市教育委員会 指導主事 石川 聡 69 Ｍ 

6 宗像市教育委員会 指導主事 堤 久美 71 Ｉ 

7 福津市教育委員会 指導主事 鵜口 真規子 64 Ｊ 

8 糸島市教育委員会 指導主事 野口 順也 73 Ｊ 

9 直方市教育委員会 指導主事 中島 晋作※第１回 66 Ｋ 

10 直方市教育委員会 指導主事 大田 雄一※第２回   

11 久留米市教育委員会 指導主事 高部 知子 75 Ｋ 

12 小郡市教育委員会 指導主事 岡嶋 登 68 Ｌ 

13 朝倉市教育委員会 参事 松尾 憲雄 77 Ｌ 

14 八女市教育委員会 指導主事 安達 浩文 70 Ｍ 

15 筑後市教育委員会 教育指導主事 藤木 雄一郎 79 Ｍ 

16 田川市教育委員会 企画官 田中 公一朗 72 Ｉ 

17 飯塚市教育委員会 指導主事 山田 光祐 74 Ｊ 

18 行橋市教育委員会 主事 髙司 芽衣 76 Ｋ 

19 苅田町教育委員会 指導主事 森 小百合 78 Ｌ 

 

 

 

令和６年度日本語指導担当教員等指導力向上研修名簿（教育事務所） 

 

番号 教育事務所 職 名 氏   名 
第 18 研 
座席番号 

1 福岡教育事務所 指導主事 山田 健司 24 

2 北九州教育事務所 指導主事 谷口 誠 26 

3 北筑後教育事務所 指導主事 平田 実穂 28 

4 南筑後教育事務所 主任指導主事 田原 美佳 53 

5 筑豊教育事務所 指導主事 小林 朋子 56 

6 京築教育事務所 指導主事 木部 健二 58 
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福岡県教育センターにおける喫煙に係る取扱いについて 
 

福岡県教育センター 

 

喫煙が及ぼす人体への影響は、喫煙者本人の健康に重大な悪影響を与えるのみならず、

非喫煙者における望まない受動喫煙への影響も懸念されます。 

福岡県教育センターでは、これまで、健康増進法の一部を改正する法律（平成３０年法

律第７８号）の施行に伴い、行政機関内は原則敷地内禁煙となったこと、福岡県教育セン

ター（以下「教育センター」という。）機構改革などを踏まえ、敷地内における喫煙につ

いては、下記のとおり取り扱います。 

 

 

記 

 

 

１ 喫煙場所について 

管理棟北側の車庫のみ 

＊喫煙場所以外での喫煙は禁止します。 

＊産業・情報教育棟の機械室裏側は令和５年３月３１日をもって廃止しました。 

 

２ 勤務時間中禁煙について 

通常の勤務時間中については、教育センター敷地内での喫煙を禁止します。 

 

 

 

 

 ３ 対象 

職員・研修員及び研修受講者 

＊１については教育センターを利用される全ての皆様 

 

 

【参考】喫煙ができない具体の時間 

８：３０～１２：００及び１３：００～１７：１５ 

＊研修等の日程上、例えば、休憩時間が１２：３０～１３：３０となった場合など

については、当該時間は喫煙可能。 

＊研修等の日程上、勤務時間内に設定されたいわゆるトイレ休憩等の時間 

（例１４：００～１４：１５など）については喫煙不可。 


